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安定配当実現に向けた資本政策《株主資本バリューアップ・プラン》の策定について 

資本金の額の減少および全優先株式の一括取得・消却 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

株式併合および単元株式数の変更 

配当政策および配当予想 

 

 

当社は、普通株式への早期安定配当の実現と更なる企業価値の向上を目指した資本政策「株主資本バリュ

ーアップ・プラン」を策定し、本日開催の取締役会において、本年６月 27日開催予定の定時株主総会に資

本金の額の減少および株式併合の議案を付議する旨、ならびに全優先株式の一括取得・消却、単元株式数の

変更、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、配当政策および配当予想について決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 当社は、中期３か年経営計画「Value-up３計画」（2005～2007年度）のもと、受注機会の増大や収益力の

向上に取り組むなど経営努力を重ねてまいりました。その結果、有利子負債の削減は計画を大幅に上回り（現

預金残高を考慮すると実質残高ゼロ）、財務体質の健全性は更に改善されるなど、業績はほぼ順調に推移し

ており、一定の成果をあげております。しかしながら、2005年３月期からは優先株式に対する配当を開始

できたものの、今後の長期にわたる優先配当や優先株主様から償還請求を受けた場合の負担から、将来にお

ける普通株式への安定的な配当の実現が困難な状況にあります。 

このような状況を解決するため、当社は、新たな成長と飛躍に向けた積極的な施策として、資本政策「株

主資本バリューアップ・プラン」を策定いたしました。これら一連の資本政策が一体となって機能すること

で、財務体質の健全性を維持しつつ、優先株主様へは繰り上げ償還により早期に責任を果たすとともに、普

通株主様へは安定的な配当を実現し、将来へ向けた企業価値と業績の相乗的かつ安定的な向上への礎を築き、

真の再生を目指すものであります。 

 
Ⅰ．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少について 

Ⅱ．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について  

Ⅲ．株式併合および単元株式数の変更について 

Ⅳ．配当政策および配当予想について 
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記 
 

Ⅰ．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少について 

１．目  的 

当社は、現在、総額１９７億円のＡ種およびＢ種優先株式を発行しておりますが、このうちＡ種優先

株式は2008年、Ｂ種優先株式は2011年に各優先株主様から当社に対して償還請求が可能となりますと

ともに、優先配当が市場金利に連動していることから、今後の金利動向を勘案すると優先配当負担が著

しく増大することとなります。また、今後とも建設事業の経営環境の厳しさが予想されるなかにあって、

真の再生を市場にアピールし、企業競争力と企業価値の更なる向上を実現するためには、優先株式の全

部消却が喫緊の経営課題となっております。 

このような状況のもとで、当社は本業収益により株主資本を着実に積み上げ、2006年３月期末におけ

る株主資本の範囲内で優先株式の一括取得・消却が可能となっていることから、現在、発行済の優先株

式の全株式を取得するために必要な財源を「その他資本剰余金」に全額計上する資本金の額の減少を行

うものであります。 

 
２．内  容 

  （１）減少すべき資本金の額 

当社の2006年３月31日現在の資本金の額28,401,500,000円を21,132,500,000円減少させ、 

資本金の額を7,269,000,000円といたします。 

  （２）その他資本剰余金とする額 

     減少すべき資本金の額の全額をその他資本剰余金に振替えいたします。 

  （３）自己株式（優先株式）の取得・消却 

①取得する株式の種類および数   第一回Ａ種優先株式 ２７，０００千株（全株式） 

                     第一回Ｂ種優先株式 １２，５００千株（全株式） 

②取得するのと引き換えに交付する   第一回Ａ種優先株式  概算１４４億円 

金銭等の内容およびその総額   第一回Ｂ種優先株式  概算 ６７億円 

                     合 計     概算２１１億円 

（４）資本金の額の減少および自己株式（優先株式）の取得・消却の日程（予定） 

① 取締役会決議日          ２００６年 ５月１２日 

② 定時株主総会決議日        ２００６年 ６月２７日  

③ 債権者異議申述最終期日      ２００６年 ８月 ３日 

④ 資本金の額の減少の効力発生日   ２００６年 ８月 ４日 

⑤ 自己株式取得日および消却日    ２００６年１０月 １日 

  なお、上記の内容については、2006年６月27日に開催を予定している定時株主総会において、資本

金の額の減少が承認可決されることを条件といたします。 

また、優先株式は取得後、自己株式として消却する予定です。 
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Ⅱ．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について 

   当社が将来へ向けた事業環境の変化に柔軟に対応していくためには、自己株式（優先株式）の取得・

消却により減少する株主資本を早期に回復すべく、株主資本の充実と財務基盤の強化を図る必要があり

ます。今般、当社は資本増強策として第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発

行を行うものであります。 

 

１．社 債 の 名 称  東急建設株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型

新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」と

いい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」

という。） 

２．社 債 の 総 額  金２００億円 

３．各 社 債 の 金 額  金１億円の１種 

４．各社債および各新株予 各本社債の払込金額は金１億円（額面１００円につき金１００円）とし、 

  約権の払込金額 各本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

５．社 債 券 の 形 式           無記名式の新株予約権付社債券を発行する。 

なお、社債権者は、無記名式の新株予約権付社債券を記名式とすることを

請求することができない。 

また、本新株予約権付社債は会社法第２５４条第２項本文および第３項本

文の定めにより、本社債または本新株予約権のうち一方のみを譲渡するこ

とはできない。 

６．社 債 の 利 率 本社債には利息を付さない。 

７．物上担保・保証の有無  本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また本新

株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 

８．社債管理者の不設置  本新株予約権付社債は、会社法第７０２条ただし書の要件を充たすもので

あり、社債管理者は設置しない。 

９．社債の払込期日および   

新株予約権の割当日  2006年６月２日（以下「発行日」という。） 

10．募 集 の 方 法  第三者割当の方法により、全額を Nomura Securities (Bermuda) Ltd.に

割り当てる。 

11．償還の方法および期限 

（１） 本社債は、2008年６月２日にその総額を額面１００円につき金１００円で償還する。 

（２） 当社は、本新株予約権付社債の払込後、当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株

式交換または株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社の株主総会で承認決議をした

場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面 
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１００円につき金１００円で繰上償還する。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、償還すべき日の２週間前まで（当日を含む。）に通知するものとする。 

（３） 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の払込後、当社が吸収分割または新設分

割につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議をした場合、

その選択により、当社に対して、当該吸収分割または新設分割の効力発生日の２週間前まで（当

日を含む。）に事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を第 17項記載の償還金支払場所（以

下「償還金支払場所」という。）に提出することにより、当該吸収分割または新設分割の効力発生

日以前に、その保有する本社債の全部または一部を額面１００円につき金１００円で繰上償還す

ることを、当社に対して請求する権利を有する。 

（４） 当社は、本新株予約権付社債の払込後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、2006年７月７日（ただし、2006年７月７日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日

とする。）まで（当日を含む。）に事前通知を行ったうえで、2006年７月 21日に、残存する本社

債の全部または一部を額面１００円につき金１００.５円で、繰上償還することができる。一部償

還するときは抽選その他の方法により行う。 

（５） 当社は、本新株予約権付社債の払込後、2006年８月１日以降、その選択により、本新株予約権付

社債の社債権者に対して、毎月第１金曜日（ただし、第１金曜日が銀行休業日にあたるときは、

その前銀行営業日とする。）まで（当日を含む。）に事前通知を行ったうえで、当該月の第３金曜

日に、残存する本社債の全部または一部を額面１００円につき金１０１円で、繰上償還すること

ができる。一部償還するときは抽選その他の方法により行う。 

（６） 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の払込後、その選択により、当社に対し

て、毎月第２金曜日（ただし、第２金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。）まで（当日を含む。）に事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を償還金支払場所に提

出することにより、当該月の第４金曜日に、その保有する本社債の全部または一部を額面１００

円につき金９９円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 

（７） 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

（８）当社は、本新株予約権付社債の発行日後いつでも本新株予約権付社債を取得することができる。

ただし、本社債または本新株予約権のみを取得することはできない。 

12．本社債に付する本新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は１個とし、合計２００個の本新株予約権を発行する。 

13．本新株予約権の内容 

（１） 本新株予約権の目的である株式の種類および種類ごとの数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権を行使した新株予約権

者に当社が当社普通株式を新たに発行または当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株

式の発行または処分を「交付」という。）する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払
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込金額の総額を本項第(５)号記載の転換価額（ただし、本項第(６)号乃至第(11)号によって修正

または調整された場合は修正後または調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。こ

の場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（２） 本新株予約権の行使可能期間 

 本新株予約権付社債の社債権者は、2006年６月５日から2008年５月30日までの間（以下「行使

可能期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使すること（以下「行使請求」という。）がで

きる。 

（３） 本新株予約権の行使の条件 

 ①当社が第11項第(２)号、第(４)号もしくは第(５)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償

還すべき日以後、②当社が第11項第(３)号もしくは第(６)号に定める本新株予約権付社債の社債

権者の請求により本社債を繰上償還する場合は、当該本新株予約権付社債券が償還金支払場所に

提出された時以後、③当社が第11項第(８)号に基づき取得した本新株予約権付社債の本社債を消

却する場合は、当社が本社債を消却した時以後、または④当社が第16項に基づき本社債につき期

限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以後、本新株予約権を行使することはで

きない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（４） 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価額 

 本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る本社債（ただし、その払込みがなされた

ものに限る。）を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 

（５） 転換価額 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株

式1株当たりの価額を、転換価額という。当初の転換価額は、2006年５月18日に開催する当社臨

時取締役会において、同日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以

下「当社株式終値という」）を勘案して決定する。ただし、2006年５月17日の当社株式終値が、 

１７５円以上の場合には、2006年５月17日の当社株式終値をもって当初の転換価額とする。 

（６） 転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行日後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換

価額は、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）

のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値の９０％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切り捨てる。以下「決定日価額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第(８)

号または第(11)号で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予

約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する金額に調整される。ただし、かかる算出の結果、

決定日価額が当初の転換価額の５０％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数
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第２位を切り捨てる。ただし、本項第(７)号乃至第(11)号による調整を受ける。以下「下限転換価

額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が当初の転換

価額の１５０％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

ただし、本項第(７)号乃至第(11)号による調整を受ける。以下「上限転換価額」という。）を上回る

場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。 

（７）当社は、本新株予約権付社債の発行日後、本項第(８)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変

更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整

式」という。）をもって転換価額を調整する。 

 

 

 

「既発行普通株式数」は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場

合はその日、また、当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の 1

か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を

控除し、当該転換価額の調整前に、本項第(８)号乃至第(11)号に基づき「交付普通株式数」とみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。

なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数

は、基準日における当社の有する当社普通株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものと

する。 

（８） 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換

価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(10)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、

当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の

請求または行使による場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最

終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無

償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日

の翌日以降、また当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がない場合または株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする

既発行普通株式数 ＋ 

＝ 

交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

時    価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
× 

調整前 

転換価額 
調整後 

転換価額 
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場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(10)号②に定める時価を下回る対価をも

って当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、また

は本項第(10)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無

償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当

初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を

準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）

または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で

発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使さ

れ当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当

該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

ただし、買収防衛を目的として取得請求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）、その発行時に残存する全ての新株予約権付社債権者が同意したときに限り、調整後の転

換価額は、当該取得請求権付株式等が請求または行使することができることとなった日の条件

で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して

算出するものとし、当該取得請求権付株式等が請求または行使することができることとなった

日の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに本項第(10)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を

交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）に関して当該調整前に本項第(８)号③または⑤による転換価額の調整が

行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(10)号③に定める完全希薄化後普

通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の転換価額は、

超過する株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、転換価額調整式を準用し

て算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整

は行わないものとする。 
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⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価（本⑤において「取得価

額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(８)号乃至第(11)号と類似の希薄化防止条項に

基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下

「修正日」という。）における本項第(10)号②に定める時価を下回る価額になる場合 

(i) 当該取得請求権付株式等に関し、本項第(８)号③による転換価額の調整が修正日前に行われ

ていない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日

時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本項第(８)号③

の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 当該取得請求権付株式等に関し、本項第(８)号③または上記(i)による転換価額の調整が修正

日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修正日時点の条

件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(10)号③に

定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超

えるときには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」

とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用す

る。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の転換価額は、

当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、転換価額調整式を準用して算出

するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥ 本項第(８)号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(８)号③における新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額

を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に

交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される

当社普通株式の数で除した金額をいう。 

（９）本項第(８)号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときには、本項第(８)号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

ただし、株券の交付については本項第(17)号の規定を準用する。 

 

 

    この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

（調整前転換価額－調整後転換価額）× 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 

調 整 後 転 換 価 額 
株式数 ＝ 
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（10）① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り

捨てる。 

② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第(９)号の

場合は基準日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発

行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調

整以前に、本項第(８)号乃至第(11)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式

のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする（当該転換価額の調整

において本項第(８)号乃至第(11)号に基づき「交付普通株式数」に該当するものとみなされる

こととなる当社普通株式数を含む。）。 

④ 本項第(８)号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合

における調整後の転換価額は、本項第(８)号および第(９)号の規定のうち、当該証券または権

利に類似する証券または権利についての規定を準用して算出するものとする。 

（11）本項第(８)号で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務

の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株

式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。 

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（12）本項第(６)号乃至第(11)号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ

書面によりその旨ならびにその事由、修正前または調整前の転換価額、修正後または調整後の転

換価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただ

し、本項第（９）号の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降すみやかにこれを行う。 

（13）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合においては、会社計算規則第４０条に従

い算出される資本金等増加限度額中、当該額に０．７を乗じた額を資本金として計上し（計算の

結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。）、その残額を資本準備

金として計上する。 
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（14）本新株予約権の行使請求受付事務は、第18項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」

という。）においてこれを取り扱う。 

（15）① 本新株予約権を行使請求しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下「行使請求書」

という。）に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、その

行使に係る本新株予約権の内容および数、新株予約権を行使する日等を記載してこれに記名捺

印したうえ、当該新株予約権付社債券を添えて行使可能期間中に行使請求受付場所に提出しな

ければならない。 

② 本新株予約権付社債券が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に預託されてい

る場合は、行使請求書に行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示

し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、機構を経由して、行使可能期間中に

これを行使請求受付場所に提出しなければならない。 

③ 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することが

できない。 

（16）本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求書が行使請求受付場所に到着し、本新株予約権の行

使に際して出資される本社債の給付が行われた場合において、本新株予約権を行使する日として

当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に到着した日または本新株

予約権の行使に際して出資される本社債の給付が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書に

記載された日の翌日以降である場合を除く。）に発生する。 

（17）当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。 

ただし、単元未満株式については株券を発行しない。 

（18）当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債要項の規定中読み替えそ

の他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

14．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はで

きず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新

株予約権の価値が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権に内在する理論的な経

済的価値と本社債の利率、繰上償還および発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経

済的価値を勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

15. 担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債払込後、当社が国内

で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社

債のためにも担保附社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約

権付社債とは、会社法第２条第２２号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第２３６条

第１項第３号の規定に基づき、本新株予約権の行使に際しては、本新株予約権に係る本社債を出資
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することが新株予約権の内容とされたものをいう。 

16．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。 

（１） 当社が第11項第(１)号乃至第(７)号に定める規定に違背し、第11項各号に定める償還すべき日か

ら１０日以内にその履行をしないとき。 

（２） 当社が、第13項第(６)号乃至第(12)号または第15項に定める規定に違背し、本新株予約権付社債

の社債権者から是正を求める通知を受領した後３０日以内にその履行または補正をしないとき。 

（３） 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき。 

（４） 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済を

することができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行っ

た保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。た

だし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。 

（５） 当社または当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手

続開始もしくは特別清算開始の申立をし、または当社の取締役会において解散（合併の場合を除

く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

（６）当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を

受けたとき。 

17．償還金支払場所 

   当社 財務部 

18．行使請求受付場所 

  株主名簿管理人  中央三井信託銀行株式会社 本店 

19. 譲渡制限等 

本新株予約権付社債には譲渡制限を付す予定である。本新株予約権付社債の割当予定先である

Nomura Securities (Bermuda) Ltd.は、本新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使の結

果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当該株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の本

買取案件に関わる空売りを目的として、借株を行わない。 

20．上場申請の有無  なし 

21．上記各項については証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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（ご 参 考） 

１．資金の使途 

（１）調達資金の使途 

当社が発行しているＡ種優先株式およびＢ種優先株式の全部取得を目的とする資金に充当する予定です。 

なお、具体的な支出までの間、当社の運転資金に充当する予定です。 

（２）前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

（３）業績に与える見通し 

今期の業績に与える影響はありません。 

２．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

    「Ⅳ．配当政策および配当予想について」に記載しております。 

（２）配当決定に当たっての考え方 

配当決定に当たっての基本的な考え方は上記(1)のとおりです。 

（３）内部留保資金の使途 

内部留保資金は、財務体質の強化と将来の事業展開に役立てることといたします。 

（４）その他 

  潜在株式による希薄化情報等 

本新株予約権付社債発行による潜在株式数の比率算定におきましては、2006年５月12日現在、

本新株予約権付社債の転換価額が決定しておりませんので、潜在株式数は未定であります。 

本新株予約権付社債の転換価額が決定されしだい、潜在株式数の比率を公表いたします。 

（５）過去３決算期間の配当状況等 

（単体ベース） 2004年３月期 2005年３月期 2006年３月期(予定) 

1 株当たり当期純利益  △72.21 円 5.66 円 5.64 円 

1 株当たり年間配当金     0.00 円 0.00 円 0.00 円 

実 績 配 当 性 向 －  －  －  

株主資本当期純利益率 △324.7 ％ 20.8 ％ 16.9 ％ 

株 主 資 本 配 当 率 －  －  －  

 (注) ①１株当たり当期純利益は、普通株式１株当たりの当期純利益であり、当期純利益から普通株

式に帰属しない金額を除いたものを普通株式の期中平均株式数で除したものです。 

②１株当たり年間配当金は、普通株式１株当たりの年間配当金です。 

③株主資本当期純利益率は、当期純利益を株主資本（期首の株主資本と期末の株主資本の平均）

で除したものです。 

④上記３決算期間において配当を行っていないため、実績配当性向および株主資本配当率につ

いては記載しておりません。 




